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　令和7年1２月１７日（水） 1

資料３



審議会でまとめる内容の確認

令和8年2月の答申に向け、審議会で意見をまとめる内容は、以下のとおり。

○今回の改定率

○料金体系

○改定スケジュール

○水道料金の今後の検討（審議会開催など）
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計画水量及び給水人口の推移
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口径別給水見込み件数の推移

4

（単位：件）



口径別件数推移
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安来市水道料金改定の考え方

○料金は、総括原価方式により算定する。

○基本料金を見直す。

　総括原価方式により算定された基本料金を元に見直す。

○従量料金は、逓増型従量料金とする。

　・無料区分を廃止する。
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１．料金原価計算
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（単位：千円）
項目 Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ Ｒ９からＲ１２計 ①料金原価計算 Ｒ９～１２年度の計で算定

営業収益 716,116 708,489 700,948 693,491 2,819,044
給水収益 669,544 662,849 656,221 649,658 2,638,272  料金原価 総費用-控除項目＋資産維持費
受託工事収益 31,809 31,172 30,549 29,938 123,468
その他収益 14,763 14,468 14,178 13,895 57,304  総費用 水道事業費用の合計

営業外収益 224,947 250,465 275,482 301,943 1,052,837
その他営業外収益 11,801 11,698 11,596 11,495 46,590
一般会計繰入金 48,479 72,126 95,941 120,770 337,316
長期前受金戻入 164,667 166,641 167,945 169,678 668,931

702 0 0 0 702  資産維持費
941,765 958,954 976,430 995,434 3,872,583

営業費用 997,198 1,005,068 1,013,929 1,012,392 4,028,587
人件費 111,046 111,046 111,046 111,046 444,184
修繕費 67,691 69,045 70,426 71,834 278,996
動力費 74,882 76,380 77,908 79,466 308,636
薬品費 2,010 2,050 2,091 2,133 8,284 （単位：千円）
受託工事費 31,491 30,861 30,244 29,639 122,235 項目 金額
その他維持管理費 93,677 95,550 97,461 99,411 386,099 総費用 4,222,718
受水費 107,147 107,147 108,836 108,836 431,966 控除項目 -1,233,609
減価償却費 489,254 492,989 495,917 492,027 1,970,187 資産維持費 105,979
資産減耗費 20,000 20,000 20,000 18,000 78,000 料金原価 3,095,088

営業外費用 42,063 44,974 49,849 55,245 192,131
支払利息 41,154 44,065 48,940 54,336 188,495 料金改定率 料金原価÷現行料金の給水料金－１
雑支出 909 909 909 909 3,636 ＝３，０９５，０８８÷２，６３８，２７２－１

500 500 500 500 2,000 ≒１７．３１％
1,039,761 1,050,542 1,064,278 1,068,137 4,222,718
-97,996 -91,588 -87,848 -72,703 -350,135

特別利益
水道事業収益

特別損失
水道事業費用
単年度純利益

 控除項目
水道事業収益のうち、料金収入以外の収入（受託
工事収益、他会計負担金、営業外収益など）

償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残
高から遊休資産を除き、将来的に維持すべきと考え
られる償却資産のこと。償却対象資産の約0.1％程
度を見込む。
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２．料金原価の配賦

（１）基本料金と従量料金の配賦料金の配賦
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（２）基本料金の配賦（口径別）
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（３）基本料金の配賦の調整

一般家庭用が主であるφ１３、φ２０の金額に大きな差があるのは不均衡と判断し、現状の基本料金の額を
もとに設定した。それ以外の口径は、要領によって算定した額とした。
　　φ１３　　　　 ９４０円→１，２５０円（現行のまま）
　　φ２０　　２，０３０円→１，８３０円

（４）従量料金の設定

　　①現状、無料区分である１㎥から８㎥までの単価を次の計算により、＠７５円（税抜き）とした。

　　　変動費６０９，７１２，８８８円＋固定費のうち維持管理費４０１，１０２，１９３円＝１，０１０，８１５，０８１円

　　　１，０１０，８１５，０８１円÷有収水量見込み１３，４０１，０８８㎥≒７５．４３円/㎥
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３．改定料金（案）
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４．料金改定後の収支の推移と平均改定率

平均改定率



料金案で試算（1ヶ月２０㎥使用）　　税抜き
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口径 料金（現在）
φ１３ ３，１９６円
φ２０ ３，４９６円
φ２５ ３，８４６円
φ３０ ４，３４６円
φ４０ ５，０４６円
φ５０ ７，８９６円
φ７５ １３，７４６円
φ１００ ２６，８４６円

口径 料金（試算後）
φ１３ ３，７９６円
φ２０ ４，３７６円
φ２５ ５，７３６円
φ３０ ７，５７６円
φ４０ １１，６７６円
φ５０ １８，６９６円
φ７５ ３７，１８６円
φ１００ ６４，４４６円

差額
６００円
８８０円

１，８９０円
３，２３０円
６，６３０円

１０，８００円
２３，４４０円
３７，６００円



６．まとめ

○改定率について

　収支が均衡する平均改定率は１７．３１％であり、口径ごとの単価の調整を行った
結果、算定期間中の平均改定率は１８％程度とする。

○料金体系について

　基本料金は、φ１３以外は増額とする。

　従量料金は、1㎥から８㎥までを有料とする。

　

○改定スケジュールについて

　改定時期は令和9年4月からの予定とする。
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